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開会 午前１０時００分 

○議長（荒牧 泰範） 皆様おはようございます。 

本日は、全員出席で開議は成立いたします。 

傍聴に御来庁頂きました皆様方には大変感謝申し上げます。傍聴に際しましては、

一般質問通告書一覧１ページの注意事項に目を通していただき、御協力頂きますよう

にお願い申し上げます。 

本日は、議会事務局職員の写真撮影を許可しております。 

それでは、日程第１、一般質問を行います。 

質問者は６名でございます。質問時間は申合せにより答弁を除き１人３０分以内と

いたします。この際、議員の皆様には議事進行に際してのお願いを申し上げます。質

問議員も答弁者も言葉遣いに気をつけるよう求めます。発言内容を精査して小職にお

いて処置いたします。御協力をお願いいたします。 

それでは、順次質問を許可いたします。 

質問順位１番、浦野雅幸議員。 

はい、どうぞ。 

○議員（浦野 雅幸） はい、皆様おはようございます。 

議席番号２番、浦野雅幸でございます。 

北地区産業団地撤退企業に対し違約金を請求しないことについて、質問させていた

だきます。 

６月定例会において、北地区産業団地進出予定のケアユー株式会社が進出を断念し

撤退の意向であり、操業予定地を買い戻す費用の補正予算案が上程されました。なお、

契約解除にあたり同社に違約金の請求をしない方針を示されています。 

説明資料として提出されたケアユー社とのやりとりをまとめると次のとおりになり

ます。 

ⅰ）平成３０年５月２８日、企業立地に関する協定書締結、その中に土地引渡し後

２年以内の操業開始と記されています。そして、令和３年３月２６日、土地引渡し完

了。 

ⅱ）令和５年１１月２４日、町からケアユー社への通知では、企業立地に関する協

定書により、土地引渡し後２年以内の操業開始の義務を負っているにもかかわらず、

操業開始するどころか着工にも至っておらず、「本件土地を使用開始しないとき。」

に該当するとして、町は契約解除と違約金請求の「意思表示」をしています。 

ⅲ）令和５年１２月１９日、ケアユー社から町への通知では操業開始時期延長の協
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議と、法面地滑りの調査中である状況を理由に「解除は無効」とケアユー社も主張し

ています。 

ⅳ）令和６年２月５日、町からケアユー社への通知では、履行期限以前より、履行

についての確認や計画案の提示を求めたが回答が得られていない。また、同社から協

定変更申出書も受入れがたい内容で、町はケアユー社の「主張に理由がないと反論」

しています。 

ⅴ）令和６年５月２９日、ケアユー社から町への要望として、コロナ禍の業績悪化

や、物価高や円安の影響、人件費の上昇等を理由に、撤退の表明と「違約金なしでの

買戻し」を要望されています。 

ⅵ）令和６年６月定例会において、町は違約金なしでの買戻しをする方針を示され

ています。 

以上のように、当初ⅱ）～ⅳ）の期間は違約金請求の意向を示し、町の正当性を主

張しています。それが一転して、ケアユー社の要望に沿った結果で合意になっていま

す。 

そこで、質問①、ⅳ）～ⅴ）の期間（２月５日～５月２９日）の間で同社とのやり

とりについての詳細な説明を求めます。また、訴訟問題が出てきたのはいつで、どの

様な内容なのか説明を求めます。 

次に、質問②ですが、ⅴ）～ⅵ）の期間、つまり５月２９日に要望を受け、６月の

定例会までの短期間のうちに、ケアユー社の要望を受け入れる方針に至った要因は何

なのか。町内部でどのような協議が行われ、誰がどのような判断を行ったのか説明を

お願いいたします。 

次に、８月６日の臨時議会において、ケアユー株式会社に続き、松原食品株式会社

も撤退の意向が表明されたとして、同社操業予定地を買い戻す補正予算案が上程され、

また、違約金も請求しない方針が示されました。違約金を請求しない理由として、６

月議会でケアユー社撤退のときは、訴訟問題を回避してスムーズな買戻しを図るため

との説明でした。そこで私は「ケアユー社同様、訴訟問題になる可能性があるのか」

との質問を行いました。執行部は「そのようなことはない。またケアユー社のときも、

訴訟問題が主な要因ではない」と発言されました。請求しない理由は、あくまでもコ

ロナ禍による経営状況の変化、資源価格・物流価格の高騰、人件費の上昇等、社会情

勢によるものである、とのことであります。以前は、訴訟問題を回避するためとして

いたものが、訴訟問題ではなくコロナ禍等の環境変化であると執行部の矛盾した答弁

であります。 
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そこで、質問③、この答弁に対し整合性のとれるように説明を求めます。 

また、改めてケアユー社及び松原食品に違約金を請求しない理由の説明を求めます。 

続きまして、そもそも、契約書とは意思表示の合致を証明するものであり、双方が、

契約内容に沿って取引を進め、内容に反する事案が生じれば義務を果たすように求め

るものであります。またある意味では、自身を守るもの、自身の不利益を被らないた

めのものである、と認識しております。 

当該の「土地売買契約書」には「違約金を徴収の上契約を解除できる」となってお

り、違約金を請求する権利が町にあります。同時に、ケアユー社及び松原食品には違

約金を支払う義務があったわけで、その義務を十分な根拠や説明なしに、町が免除し

たことは問題だと認識しております。 

さきに述べたように自身を守るはずの契約書の内容を反故にすることは非常に重く、

充分な根拠が必要であります。ここでの自身というのは、町であり、町民であり、そ

れを守ることを第一に判断すべきと考えております。 

違約金の合計は約１億３,１００万円（ケアユー７,９００万円、松原食品５,２００

万円）程になるはずです。この金額があれば、様々な施策を行うことができたのでは

ないかと思います。にもかかわらず、徴収しないということは、ここで質問④ですが、

町が締結する契約書の意義をどのように認識しておられるのか説明を求めます。 

以上です。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） おはようございます。  

浦野議員の「北地区産業団地撤退企業に対する違約金を請求しないことについて」

の答弁を行います。 

まず質問①、②、③の「ケアユー社に関する詳細な説明を求める」という質問につ

いては、既に、令和６年６月開催、第２回定例会での議案第４０号「令和６年度篠栗

町一般会計補正予算（第２号）について」、また令和６年７月開催の第２回臨時会で

の議案第４６号「財産の取得について」及び議案第４７号「権利の放棄について」の

上程した議案において、協議資料等の提示、そして説明を行っており、町議会では、

十分な審議がなされた上で、当該議案は全て可決頂いたものでございます。 

ここで改めて説明することは控えさせていただきます。 

といいますのも「議員必携」、皆さんもよくお読みになられて御存じと思いますが、

そこに記載されてあります「決定した議会の意思（議決）は議員個々の意思からは独
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立したものとなり、議会全体の統一した意思となります。たとえ議決と反対の意思を

表明した議員であったとしても、議会の構成員である以上、議決の宣言があったとき

から、議決に従わなければならない。さらに議決事項は議員を拘束するばかりでなく、

町長等執行機関も同様である。」というもので、そういう記載があるからでございま

す。 

また、質問③の松原食品に関わることは、本定例会に上程しております議案に関す

ることでございますので、ここでの答弁は控えます。 

④問目の「契約書の意義をどのように認識しているかについて」の御質問にお答え

いたします。契約とは、双方の信頼関係のもとに結ばれるものと認識しております。

本契約書は、「企業立地に関する協定」を結んだ事業者に当該産業団地内の事業用地

を譲渡し、将来にわたって、当該産業団地で円滑な事業活動が図られ、かつ、地域経

済の発展のために継続的に相互の協力が得られることを目的として契約を締結したも

のでございます。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症による影響やロシアのウクライナ侵攻に

よる資源価格、物流コストの高騰など、この３、４年の間に社会経済情勢が大きく変

わり、さらには働き方改革、人件費の上昇、円安の進展等により、進出企業の中にも

当初の計画を大きく見直さなければならないという状況になった企業もありました。 

そのような企業と真摯に協議を重ねてきたことは、これまで議会に報告してまいっ

たとおりでございます。 

御質問の内容は、違約金の徴収に偏ったものとなっておりますが、そもそも違約金

を取るための契約書ではございません。契約書には、「やむを得ない特別な理由があ

ると認めた場合には、これを減免することができる」と定めており、違約金の免除は、

先ほども申し上げましたとおり、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定により、

篠栗町議会の議決をもって行ったものでございます。町が優先すべき事項は、当該産

業団地内の事業用地全てで操業が開始され、雇用の創出等が図られ、町の活気にぎわ

いを作り出し持続可能な町づくりを推進していくことでございます。今後も町民はじ

め、町議会、関係者の皆様とともに篠栗町のまちづくりを進めてまいりたいと思いま

す。 

以上でございます。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの答弁に対し、再質問ございますか。 

はい、浦野議員、どうぞ。 

○議員（浦野 雅幸） はい。 
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もう既に議会での審議が終わったことであるということのようでございますけれど

も、私といたしましては、当初は、違約金を請求する意思を持っておられたものが、

最終的にはそれを徴収しない方向に変わった。その理由が知りたいわけでございます

が、その辺はお答え頂けませんでしょうか。 

○議長（荒牧 泰範） 浦野議員、よろしいですか。 

この通告の主旨を受け取ったときに、町長も申されておりましたが、篠栗町議会と

いうものは町の最終意思決定機関でございまして、そこで決定したことについて、そ

の後に物を申されるというのは議会議員としてはいかなるものか。 

私がここで許可したのは、それを聞くことによって、その先、住民福祉の向上につ

ながる何か提案がございましたら、あったらという希望的観測で許可していますが、

そういうものがないのであれば、決定事項に振り返って、あと戻って、という議会議

員の発言は決してよろしいもんじゃないと思います。 

ここで、改めて町長に答弁は求めません。 

ほかに質問があればどうぞ。 

はい、浦野議員。 

○議員（浦野 雅幸） 実際にはもう議決が終わったということのようでございますけ

れども、もう一つだけ言わせていただきたいのが、６月の定例会のときには、違約金

を請求しない理由として訴訟問題になるとの発言があり、それを回避してスムーズな

買戻しを行うという内容だったと思いますけれども、８月の臨時議会のときにおきま

しては、その訴訟問題があったのですかという質問をしたところ、そうではないとい

う答弁をされたと思います。 

そのことについてはいかがでしょうか。 

○議長（荒牧 泰範） それも先ほど私が申し上げたことと同じ質問をされているんで

すが。そして、私の認識ですと、私は委員会の委員ではございませんでしたが、あの

ときは訴訟が云々、そういう説明が縷々ございましたが、最終的には、早く産業団地

を埋めてしまって、税収それから上下水道使用料、まちの活気を取り戻そうという判

断で、皆さんが可決されたというふうに私は認識しております。 

どうぞ。 

○議員（浦野 雅幸） それは、たしか６月の定例会のときのやりとりだったと思うん

ですよね。８月の臨時議会について、やはりそういう訴訟問題があるのかという質問

をしたところ、執行部の方から、「そうではない。あくまでもコロナ禍による状況・

情勢の変化である」というふうに説明があった、と記憶しておりますが。 
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○議長（荒牧 泰範） 私の頭の中の整理では、６月議会それから後の臨時会、どちら

にしても議員の皆さんは、早く産業団地を埋めて活気を創造しようというところでの

判断での賛成だったと思っておりますが、いかがですかね、皆さん、そのとおりです

よね。 

そこで判断しているわけじゃないんで、議決したことに対して後戻りっていうのは、

やめていただきたいと思います。 

○議員（浦野 雅幸） ６月のときはそういうやりとりだったと思います。そこで、私

は反対しましたけど、ほかの皆さんはスムーズな買戻しを行うということで賛成され

たんだと思いますけれども。 

８月の臨時議会のときに６月と同じように、ケアユー社と同じように松原食品に対

してもそういうことであるのかということは聞いたと思いますが、そのときの答弁は

そうではなくて、コロナ禍等の情勢の変化であるものであるという説明だったと思い

ます。 

そこは、答弁が食い違っていると思うんですけれども。 

○議長（荒牧 泰範） 今この大事な時間を使ってとめるわけにいきませんので、その

分については、議事録を後で精査しますが、もし町長、６月定例会と臨時会のときの

理由が違っていた、何か、いま浦野議員おっしゃっておられた事象というのはござい

ましたですかね。 

はい、町長。 

○町長（三浦 正） 定例会・臨時会で説明したとおりでございます。 

○議長（荒牧 泰範） 何か、まだほかにあればどうぞ。 

○議員（浦野 雅幸） 終わります。 

○議長（荒牧 泰範） はい、では次の質問に行ってください。 

質問順位２番、太郎良瞳議員。 

○議員（太郎良 瞳） 議席番号５番、太郎良瞳でございます。通告に従い質問いたし

ます。 

本日は、「病児保育の利便性の向上について」お尋ねいたします。 

子供が、発熱や体調不良になると保育所等に預けられません。仕事を休んで看護で

きることが当たり前になる社会を目指すべきではありますが、現状では、欠勤するこ

とが困難で、かつ看護する祖父母等も近くにいない保護者もいて、子育て世代を悩ま

せる課題の一つとなっています。 

そのような事をふまえ、病児保育事業という制度があると考えます。 
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この事業は、乳児・幼児または小学校に就学している児童であって、病気回復期に

ある子どもを病院・診療所、保育所等に併設された専用施設で預かり、実施施設が主

に病院、診療所の場合は、病気回復期に至らない場合でも預かることができる事業で

す。 

また、仕事を続けながら子育てする保護者のセーフティーネットとして重要な役割

を果たしていると思います。予約が電話のみでなく、いざという時にすぐに対応でき

る環境であれば、子育て世代にとって大きな安心につながると思います。 

篠栗町は、粕屋町・久山町と広域で病児保育を病院で行っています。令和５年４月

から無償化となり、令和４年の利用者は３０名、令和５年は７０名と増加しておりま

す。 

これらの状況から、病児保育のニーズが高まっていると考えますが、病児保育に対

する町長の見解をお尋ねします。 

また、ファミリーサポート事業を活用して、病児等の預かり送迎を実施している自

治体もありますが、本町での実施の考えはありますか。 

以上です。 

お答えお願します。 

○議長（荒牧 泰範） はい、ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

三浦町長。 

○町長（三浦 正） ただいまは、太郎良議員から、「病児保育の利便性の向上につい

て」２点の御質問を頂きました。 

まず１問目の「病児保育に対する見解」についてお答えいたします。 

篠栗町では、病児保育事業として、粕屋町の大坪医院にある、病児保育ルーム「コ

スモス」に委託をして事業を実施しております。 

この事業は、粕屋町・久山町・篠栗町の、糟屋中部三町の合同による広域事業でご

ざいます。 

病気の治療や回復期のため、保育所や学童保育所で預かることができないお子さん

を対象に、病児保育事業、預かり事業でございますが、これを行っています。 

対象の児童は、生後６か月から小学校６年生までで、定員は３名、月曜から金曜ま

での８時３０分から１７時３０分までとなっております。利用料は現在無料でござい

ます。 

御指摘のとおり、利用者は年々増加傾向にありますが、現在の定員は３名ですので、

利用者の定員の拡大の必要性など、大坪医院、粕屋町・久山町と協議を進めてまいり
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たいと思っております。 

２問目の、「ファミリーサポート事業を活用して病児等の預かりや送迎を実施する

考えはあるか」についてでございます。 

ファミリーサポートセンターの運営事業につきましては、篠栗町社会福祉協議会に

委託して事業を実施しております。 

ファミリーサポートセンター事業とは、育児の援助を依頼したい人（お願い会員）

でございます、と育児の援助を提供する人（まかせて会員）でございます、その会員

制の総合援助活動組織で、篠栗町及び久山町の広域で事業を実施しております。 

センターを利用することができる内容は、①保育所・幼稚園等への送迎、②保育

所・幼稚園・小学校帰宅後の預かり、③買い物等で不在にするとき、④子育てを離れ

て自分の時間を持ちたいとき、⑤その他センターの趣旨に合致するとき等で、宿泊を

伴う援助活動や家事援助、また病気のお子さんのお預かりはできないこととしており

ます。 

なお、ファミリーサポートセンター事業におきましては、病児等の預かりや送迎を

実施する場合においては、まず、①医療機関との連携、②提供会員への講習の充実、

③コーディネート体制の強化などの取り組みが今後必要となります。 

まかせて会員さんが、病児の預かりや送迎を実施するには、病気の子供を責任を持

って保育したり、時には看護したりするための医療知識やスキルも必要となると考え

られます。 

本事業を委託しております社会福祉協議会、また久山町と協議をしまして、事業の

充実に向けて検討を進めてまいりたいと思います。 

病児保育・病後児保育は、子どもの病気等によりお仕事を休むことが困難な保護者

の皆様で、仕事を続けながら、子育てができるセーフティーネットとして重要なもの

と考えております。 

また、お子さんの病気が急変することも考えられますので、安全にお預かりするた

めには、医療機関との関わりが必要となるために、医療機関と相談しながら、また、

保護者のニーズなども把握しながら、今後、病児保育の手法や町からの支援など、ど

んなことができるかを検証したいと考えます。 

今後も病気の児童を一時的に保育することで安心して子育てができる環境整備を図

るために、病児保育事業の取り組みを進めてまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの答弁に対して再質問ございますか。 
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はい、太郎良議員どうぞ。 

○議員（太郎良 瞳） はい。 

今、町長の答弁で、現在は定員が３名なので、粕屋町・久山町と協議を進めて、定

員の拡大など、協議を進めてまいりたいという意見を頂きました。 

もしできればですね、町内で、篠栗町内で、病児保育を利用できる体制を整備でき

ると子育て世代にとって大きな助けになると思いますが、そういうお考えはどうでし

ょうか。 

○議長（荒牧 泰範） はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） 今お話がありましたように、町内で対応できるのが１番でいいと

は思いますけれども、まずは病院が、小児科の医院側が体制を整えてもらわなければ

いけないし、それなりの設備、敷地あるいは建物等を用意していただかなければいけ

ない、そういう準備がないといけないわけでございます。 

現状、私どもの町内の小児科につきましては、この件につきまして、もう１０年以

上になりますか、その前ぐらいに設備、医院が新設されるときに、もうちょっと早か

ったら手を打てたのにな、ということで残念がられました。 

今後、そういう病院の新設あるいは拡大等が見込まれるときにはですね、こういう

対応もぜひともお願いしたいということで、私どもも積極的にお願いしたいと思いま

す。 

○議長（荒牧 泰範） 再質問ございますか。 

はい、太郎良議員どうぞ。 

○議員（太郎良 瞳） 今の、町内でも、もしかしたら将来的にできることを希望して。 

皆さんもそう思ってあると思います。  

次はですね、今予約が電話のみになっているんですけれども、Web というか、オン

ラインで空き状態の確認や、そういうものが２４時間できれば、預けようと思ってあ

る保護者も、子供の病気というのは夜中に急変したりして、そういうこともあるので、

その時点で、予約ができたり確認ができたりすれば、保護者にとって大分助けになる

んではないかと思いますが、Web とかにする、方向性はありますか。 

○議長（荒牧 泰範） はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） 本件に限らず、様々なもので予約等を多様化するという取り組み

を進めておりますので、それについても、今お話しの件につきましても、対象として

考慮に入れて、検討するようにしてまいります。 

○議長（荒牧 泰範） 再質問ございますか。 
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はい、太郎良議員。 

○議員（太郎良 瞳） いろいろ、病児保育に、預かってある方の、利用している方の

御意見、預けてみて、こういうところがもっと改善したらもっといい方向にいく、と

いうような改善点など、利用者の声を把握しているのか、聞いてあるのか、アンケー

トみたいなことを行ってあるのかを、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（荒牧 泰範） こども育成課長。 

○こども育成課長（藤 幸三） はい、こども育成課です。 

ただいまの御質問ですけども、基本的に今、大坪医院さんのほうで対応していただ

いているんですけども、特に町のほうに、こうしてくださいとかいう、そういったア

ンケートとかいうのは、ちょっとまだ確認できてないので、今のお話がありましたの

で、また調整して粕屋町・久山町合同で運営しておりますんで、もうちょっと再確認

ということで、検討させていただければと思います。 

○議長（荒牧 泰範） 再質問ございますか。 

はい、太郎良議員。 

○議員（太郎良 瞳） それと広報にも、去年も今年も毎年載せてありますけども、今、

病児保育があるということを載せてあるんですけども、何か提供はしてあるんですけ

ども、情報の共有ができてないといいますか、例えば、月曜日に病児保育で預けたい

と思う人は、金曜日の１７時までに予約をしないといけないような状況に書いてある

んです。 

それで、子供というのは、日曜日の夜とか金曜日の夜とかになったら、病気になる

こともあるんですけども、それを見ただけで、もう預けられないと思ってある方もい

らっしゃるようですので、そういうところを、もうちょっとみんなが分かるように、

執行部の方、行政と共有できるような情報の書き方というのはできないか、ちょっと

お尋ねいたします。 

○議長（荒牧 泰範） はい、答弁は頂きますが、以前も申し上げましたが、ここは、

一般質問というのは、町の方向性を問うところでございますので、そういう事務レベ

ルのものは、差し控えていただくと助かります。 

では、こども育成課長。 

○こども育成課長（藤 幸三） ただいまの御質問ですけども、今現在周知につきまし

ては、町のホームページ、あと町の広報紙今年８月号に掲載をしております。 

子育てガイドブックにつきましても、本事業を掲載しております。この子育てガイ

ドブックは、妊娠された方、また母子手帳交付される際に、転入時に合わせて配布し
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ています。 

また、こども育成課・オアシス篠栗の窓口にも配布をしており、そのほか町内の幼

稚園・保育所・認定こども園につきましては施設のほうから配布をしております。 

それとガイドブックの内容につきまして。 

○議長（荒牧 泰範） 課長。 

もう少し、ゆっくりはっきり発言してください。 

○こども育成課長（藤 幸三） すいません。 

ガイドブックの内容につきましては、今、事前予約につきまして、ちょっと分かり

にくい部分があるなと、私も思いました。 

そこで大坪医院さん、粕屋町・久山町さんと協議して、今回の、記載内容の改善の

時期ですので、また協議をしまして、分かりやすい表現するように、今の話を進めて

いくということで検討しております。 

○議長（荒牧 泰範） はい、再質問ございますか。 

はい、太郎良議員どうぞ。 

○議員（太郎良 瞳） 先ほど、ファミリーサポートでの送迎とかの話をしましたけど

も、やはり、病気の子供を預かるということで、いろいろ乗り越えていけない問題が

あるとは思います。 

それで、お迎えサービスということで、今年の５月から、宗像市が、「病児保育の

お迎えサービス」というのを行っていまして、子供は年齢が低い子供ほど熱を出すこ

とがあって、保育所等から電話があり、保護者は迎えに行かなければいけません。 

そこで、すぐ迎えに行けるところの方はいいんですけれども、やはり、仕事上すぐ

抜けられなかったり、職場が遠かったりして時間がかかります。預かっている保育所

のほうとしても、子供が熱とか出して、病気のときは少しでも早く迎えに来てほしい

という気持ちはあると思います。そして、保育士の方にも負担がかかると思います。 

そういうことで、宗像市は、「病児保育お迎えサービス」というのを行い、病児保

育を行っている病院の看護師とか保育士の方が幼稚園に迎えに行くというサービスが

あるんですけども、そういうことで、保護者の安心を得るような対策というのは考え

てありますか。 

○議長（荒牧 泰範） はい、答弁を求めますが、再三申し上げますが、先進事例とか

があれば最初の質問に入れていただくと、スムーズな答弁ができますので、以後お気

をつけください。 

では、答弁頂けますか。 
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はい、こども育成課長。 

○こども育成課長（藤 幸三） はい、ファミリーサポートセンターの御利用ですけど

も、病気のお子さんの預かりにつきましては、十分な安全対策の確保など課題が多い

状況でございます。 

また、まかせて会員さんの中には高齢の方もおられまして、本人または家族の感染

の恐れもあるということで、現在は病気のお子さんの預かりはできないこととなって

おります。 

ただ、送迎や回復期などのお子さんの預かりなど、可能な部分があるかどうか、も

う一度協議を進めたいと思いますので、社会福祉協議会のほうにお話をしてみようか

とは思っております。 

○議長（荒牧 泰範） 再質問、ございますか。 

○議員（太郎良 瞳） 宗像市のような件は、あ、聞いても？ 

○議長（荒牧 泰範） はい、どうぞ。 

○議員（太郎良 瞳） 宗像市が行っているような「病児保育お迎えサービス」みたい

な、病児保育を行っている所の病院から看護師や保育士が迎えに行くというような、

そのサービスができるように持っていくというのは難しいことでしょうか。 

○議長（荒牧 泰範） こども育成課長。 

○こども育成課長（藤 幸三） 今、お話ありましたファミリーサポートセンターで病

児保育をしている市町村が、県内では４か所ほどあるということで、今調べておりま

すけども病児保育をしている病院とかいうところが近隣にどれだけあるかというのは、

まだ把握しておりませんので、可能かどうかも含めて調査が必要かなとは思います。 

○議長（荒牧 泰範） 再質問ございますか。 

はい。 

質問順位３番、崎山佐穂議員、どうぞ。 

○議員（崎山 佐穂） 議席番号１番、崎山佐穂でございます。 

現在の水泳学習の在り方と今後のビジョンについて質問させていただきます。 

篠栗町の小中学校では、通常６月から夏休みの前の期間までに各校に設置された屋

外プールにて水泳学習が実施されています。期待感を持って意欲的に取り組む子供、

水が苦手で難しいと感じる子供など、一人一人の水泳に対する思いは様々です。 

文部科学省の水泳指導の手引きによると、水泳学習の趣旨・目的は、水泳系で求め

られる身体能力を身につけること、また水中での安全に関する知的な発達を促すこと、

さらに水の事故を未然に防ぐ論理的な思考力を育むことと明記されています。 
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１年間に実施される水泳の授業時間は限られるとはいえ、全ての児童生徒の命に関

わる学習であり、機会均等のためにも、義務教育期間における水泳学習は重要である

と考えます。 

しかし、気温と水温の関係、落雷注意報や警報、熱中症警戒アラートのために中止

となる日もあると聞きます。 

今年も、他の自治体では、プールサイドでのやけどや事故があり、さらには改修費

用の増大など、今まで以上に地域や保護者も水泳学習に対して、危機感を持っておら

れるようです。 

篠栗町内における５校の小中学校でも、現在、篠栗北中学校のプールに関しては完

全に使用できなくなっていると聞いています。 

近年、学校プール施設における維持費や修繕費用の削減、教員の働き方改革、水泳

専門のインストラクターによる泳力向上のメリットがあることから、近隣でも民間委

託に切替えられているところがあると、メディアを通して伝えられ、住民の関心も高

いと考えます。 

以上のことから、３つの項目に分けて質問をいたします。 

各小中学校で水泳学習が開催できなかった日数と理由をお尋ねします。 

また、学校プールが全く使用できない学校もありますが、義務教育期間の機会均等

をどう考えておられますか。 

２、篠栗町の小中学校の年間のプールの維持費また老朽化による学校プールの改修

や建て替えに、多額の財政負担が発生する可能性がありますが、5 校の公立学校の状

況とその対応策を教えてください。 

３、財政面と教育的観点のバランスをとったビジョンが必要と思います。 

今後の展望をお伺いいたします。 

○議長（荒牧 泰範） はい、ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

はい、教育長。 

○教育長（今長谷 寛） おはようございます。 

崎山議員より、「現在の水泳学習の在り方について」の御質問を頂きました。答弁

をいたします。 

まず、最初の「各小・中学校、開催できなかった日数と理由、学校プールが使用で

きない学校もあるが、義務教育機関の機会の均等をどう考えるか」の御質問にお答え

します。 

出来なかった日数は、本年度、篠栗北中学校が、北勢門小学校にて着衣水泳を計画
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しておりましたが、雷注意報が出た関係で中止いたしました。それ以外につきまして

は、計画どおり実施いたしております。 

機会の均等につきましては、質問３に併せて答弁をいたします。 

２つ目に、「本町における小中学校のプールの維持費は、また老朽化によるプール

改修や建て替えに多額の財政負担が発生する可能性がある。５校の公立学校状況とそ

の対応策は」の御質問にお答えいたします。 

維持費については本年度、篠栗北中学校を除く４校で、水質検査代１２万８,０００

円、ろ過装置点検委託料５万２,８００円、薬品代２８万３,１１８円、上下水道代に

つきましては、プール用メーターを設置しているのが篠栗小学校でございますので、

篠栗小学校で約４０万円でございました。４校で１６０万円ということになりますの

で、電気代を除く合計は、年間約２００万円ということになります。 

各学校の状況については、篠栗中学校については、平成２７年に改修を行っており

ます。しかし、各小学校については、老朽化が進んでおり、毎年修繕にて対応してお

ります。その修繕料としては、直近５年間に６件、１万円から１５０万円で、平均す

ると年額５０万円でございました。しかし、勢門小学校の防水工事には、約３,０００

万円が必要であり、篠栗北中学校においては、再建する必要があることから、約２億

円が見込まれます。どちらも修繕・再建のめどが立っておりません。 

今後については、北勢門小学校や篠栗中学校との共用を含め、実施内容の検討を指

示しております。 

３つ目の「財政面と教育的観点のバランスをとったビジョンが必要と思うが、今後の

展望を伺う」の御質問にお答えいたします。 

学習指導要領に基づき、座学及び実技のバランスや機会の均等を考え、水泳授業を

行うとともに、国や近隣の自治体の動向を注視しながら、十分に学習内容が習得でき

るよう検討してまいります。 

以上でございます。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの答弁に再質問ございますか。 

はい、崎山議員。 

○議員（崎山 佐穂） 先ほどおっしゃられた、再建すると、各小学校中学校それぞれ

建てていくと、再建すると、２億円が見込まれるということで、やはり共用だったり、

民間委託だったりということを幅広く考えていかないといけないと思います。 

そこでですね、プールの建て替えとなると、大きな歳出を、本当にこうやって２億

円とかともなってくると思うんですが、町長はどうお考えでしょうか。 
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○議長（荒牧 泰範） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） 崎山議員の、プールの問題についての御質問、実は、今年の６月

１８日の西日本新聞に「水泳授業で広がる民間委託、重い改修維持費用、実施の断念

も」という、各地のプールの老朽化の問題が西日本新聞で大きく取上げられました。 

私も、この新聞記事の中に、「福岡県篠栗町の篠栗北中学校も数年前からプールが

故障しており、改修や委託のめどは立っていない」という記事もありましたので、こ

の新聞を手元に置きながら、どうしたものかと考えていたところでございます。 

まあ、それぞれの学校のプールを建て替えることが、果たして求められるものか、

ということもいろいろ考えているわけでございますが、ちょっと、これは、まだ構想

段階で、各町と協議して、「ああ、いいことだね」ということで、サインも頂いてお

りますので、まだ、もう少し具体的にするには、時間はかかるんですが、宇美町は、

もう既に各校プールを使わずに、大野城市の民間のプールに委託して、送迎しながら

授業を行っております。まあ、須恵町も、各町、各小中学校のプールが非常に老朽化

している。ほかの町もそうでございまして、ちょうど私ども須恵町外二ヶ町で運営し

ておりますクリーンパークが、数年後に新しい施設になりまして、こうなりますと発

電の温水がかなり出てくるわけでございます。その辺の温水をうまく使う、すなわち、

「温水プールなんかも可能性はあるよね」というような意見も出ているところでござ

います。 

温水プールをつくるとなると、１年中授業が出来ることもあるわけで、各町が、そ

こに授業の一環として行くことも可能になってくる。そんな構想を今、関係町の皆さ

んとお話もしているところでございますので、今後の学校における水泳授業、プール

の老朽化対策等々を含めまして、いろいろ選択肢があろうかと思いますので、考えて

いきたいと思っております。 

○議長（荒牧 泰範） 再質問ございますか。 

ちなみにすいません、教育長。 

先ほど、「教育の機会均等、座学及び実技のバランスや機会の均等を考え水泳授業

を行うとともに」、崎山議員が生徒児童のことを思って心配してらっしゃったのは、

プールがない学校との機会均等はどうか、という質問ですね、もしよろしければ、そ

こもせっかくの機会ですからお答え頂くと助かりますが。 

はい、教育長。 

○教育長（今長谷 寛） ただいまの質問の内容でございますけれども、まずもって水

泳指導につきましては、学習指導要領において、場合によっては、座学で済ませると
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いうことも認められております。 

したがいまして、必ずしも、実技を伴わなければいけないということではないとい

うことではないので、それも含めまして、各中学校といいますか、特に篠栗北中学校

においては、しっかりその辺の内容も含めて、もちろん年間を通する体育の授業は変

わりませんので、それ以外の体育の授業等において経験させたり、そういう意味での

バランス、それから、先ほど触れましたように篠栗中学校や北小との共有化、その辺

りを考慮しながら、できる限りの機会を与えるというところで答弁をさせていただき

ました。 

以上でございます。 

○議長（荒牧 泰範） 通して、再質問ございますか。 

はい、どうぞ、崎山議員。 

○議員（崎山 佐穂） 先ほど言われたことから、ちょっと質問なんですけど、できな

かった日数への質問に対して、篠栗北中学校が着衣泳を計画していたが、中止となっ

たのは、延期ではなくて中止でということは、篠栗北中学校は、今年は１回もできな

かったということになりますか。 

○議長（荒牧 泰範） 教育長。 

○教育長（今長谷 寛） プールの使用につきましては、着衣泳をした場合は、そのあ

との、洗浄、その他、ものすごく時間がかかります。 

したがいまして、１番最後に行うということでございますので、その日ができなけ

れば、残念でございますけれども、その年における着衣泳はなしということで、本年

度はしておりません。 

以上です。 

○議長（荒牧 泰範） 再質問、ございますか。 

はい、おおむね１時間経過いたしましたので、１１時５分より再開したいと思いま

す。 

休憩 午前１０時５４分 

再開 午前１１時０４分 

◯議長（荒牧 泰範） 予告時間前でございますがおそろいですので再開いたします。 

質問順位４番、品川静議員。 

○議員（品川 静） 議席番号７番、品川静でございます。 

本日は、「居心地良く歩きたくなるまちなかづくりの推進を」について質問させて

いただきます。 



- 28 - 
 

道路は、人体に例えると血管のような役割を果たし、まち全体に張り巡らされ、産

業・経済・社会生活の基盤を担っています。２０２０年６月、国土交通省が１８年ぶ

りに道路政策ビジョンを発表し、道路政策の方向性を示しています。道路政策の原点

を「人々の幸せの実現を」と定義し、道路法にも、「歩行者の利便増進」が初めて導

入されました。道路整備の在り方が、車から人へ、人々の多様なニーズへの対応に変

化しています。 

次の４点について伺います。 

１、出生率減少、高齢者世帯の割合増加、免許返納で移動手段がなくなるなどで、

人々のつながりが希薄になっている昨今、「歩くこと」に着目したまちづくりは、地

域の活性化、新しい出会いや賑わいの創出、健康促進、孤独・孤立の防止、地域消費

の拡大、環境保護への貢献、新たな価値の創造など、様々な効果が期待できます。 

そこで、「居心地良く歩きたくなるまち（ウォーカブルシティ）推進」について町

長の考えを伺います。 

２、開発による道路環境の変化への対策と付加価値構築についてです。 

商業施設開発では、地域の生活の利便性向上、経済の活性化や、雇用創出も期待さ

れる一方で、車の渋滞緩和策や歩行者の安全と利便性の確保などの課題があります。

現在、開発中の和田区では、車の交通量増加による渋滞悪化や施設出入口での事故、

歩行者への安全面などが危惧されています。現在、協議されている周辺道路の対策を

お聞かせください。 

また、今後、段階的に周辺の川や森などの自然環境を活かした「歩きたくなる」魅

力のある道路としての付加価値への構築への可能性はどうでしょうか。 

３、歩きやすいまちにするためには、公共交通機関との連携やライドシェアなどに

よる移動手段の工夫が必要になりますが、オアシス篠栗巡回バスの停留所や運行時間

の再考、その他新たな取り組みはありますか。 

４、道路政策ビジョンでは、道路の役割は移動のための空間を提供することとされ

ています。 

９月に入っても猛暑が続くとの予報です。そこで、指定暑熱避難施設のクーリング

シェルターを町内外の人々が移動時に滞在し、交流できる空間に活用できないかと考

えます。 

クーリングシェルターは熱中症特別警戒アラートの発表期間中、冷房施設が整った

施設を一般に開放する目的で、篠栗町には公的機関５か所が指定されています。 

しかし、アラート発表期間以外でも、夏場の休息場所として立ち寄ることができれ
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ば、熱中症対策だけでなく、人々が集う場所になると考えられます。 

町内に広くクーリングシェルターを拡充するべきだと考えますが、現在の運営状況

と官民連携の現状について説明をお願いいたします。 

以上です。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

三浦町長。 

○町長（三浦 正） ただいまは、品川議員から、「居心地良く歩きたくなるまちなか

づくりの推進について」ということで４項目の御質問を頂きました。 

２０２０年６月に国土交通省が発表した道路ビジョンは、道路政策を通じて、２０

年後の２０４０年の日本社会の姿を示したものでございまして、SDGs や人間中心の社

会の実現を目標に、人々の幸せにつながる道路を原点とし、その一環として、居心地

が良く歩きたくなるまちなか（ウォーカブルまちなか）づくりを推進しますというこ

とをうたってあります。 

１の「居心地が良く歩きたくなるまち（ウォーカブルシティ）の推進について」の

御質問については、人口減少や少子高齢化が進み、地域の活力が低下する中で、まち

なかに賑わいを創出し、交流や滞在空間の創出に向けた取り組みを行うものでありま

す。「歩くこと」に着目したまちづくりとして、道路の歩道整備や、交差点部分の改

良など、歩行者にやさしい道路整備や、公園などの公共空間や民間空地等を利用して

魅力的なまちづくりを推進したいと考えております。これに沿ったソフト・ハード両

面の整備を今後行っていく必要があると考えております。 

２の「開発による道路環境の変化への対策と付加価値構築について」の御質問です

が、議員が指摘されてある商業施設開発については、現在和田地区において進行中の

土地区画整理事業による商業用地の開発を指していらっしゃるものと思います。 

現在も、この地域周辺の道路につきましては、朝夕の時間帯では特に渋滞の傾向が

見られます。今後、これらの施設の開業を迎えますと、買い物等で利用される方々の

動線が加わり、さらにその傾向が顕著になることが予想されます。このため、地域か

らも、歩行者の交通の安全対策を含めた要望が上がっております。これらに関する施

設につきましては、交通管理者であります粕屋警察署とも協議の上、必要な施設の整

備を協働で行ってまいりたいと考えております。 

また、ウォーキングは比較的簡易にかつ安全に行え、用具も必要としないことから、

気軽に始めることができます。習慣的に行うことによって日常生活動作や質が向上す

るだけではなく、生活習慣病などの予防改善に有効であることに加えて、ウォーキン
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グで屋外に出ることで、人々とのコミュニケーションを取る機会が増えるなど、社会

とのつながり、引きこもりや認知機能低下の防止などに有効なツールになると考えら

れます。こういった意味からも、歩きたくなる魅力のある道路の付加価値の構築につ

いて、市街地に近隣する篠栗九大の森の更なる活用や交通量が少なく安全に歩くこと

ができる農作業用の道路や、河川堤防敷の一部の道路区間について、田園風景や自然

を感じるウォーキングコースとしての可能性や必要な整備を検討していきたいと考え

ます。 

３番目の「歩きやすいまちにするためのオアシス巡回バスの停留所や、運行時間の

再考、その他新たな取り組みはあるのか」についてお答えいたします。 

オアシス巡回バスは、平成１２年にオアシス篠栗開設後、福祉バスとして運行が開

始され、長年にわたり多くの方々に利用されてきました。 

これまで各区からの停留所新設の依頼や運行時間の見直しに関する御意見を受けて、

契約範囲内で対応可能な部分については対応してまいったところでございます。新た

な停留所の増設や運行時間の再考については、交通事情や、利用者数、ダイヤ全体へ

の影響を慎重に検討していく必要がございます。また、バスの増便についても費用面

での課題があるため、実現には時間がかかる可能性があります。 

一方で、近年の住宅地の増加や地域の高齢化など、オアシス巡回バス運行開始時と

比べて、地域の事情が大きく変化していることを受けて指定管理者やバス会社と共に、

運行経路やダイヤの見直し費用の精査を進めているところでございます。 

また、既存のバス運行の改善に加えて、関係課と協議しながら、コミュニティーバ

スやオンデマンドバスの活用を含め、公共交通とのシームレスな連携を図り、より便

利で多様な移動手段の提供を検討中でございます。こうした取り組みで、徒歩と公共

交通の組合せによる移動が一層円滑になり、特に高齢者や運転免許返納された方々に

とって、日常生活の利便性が向上することが期待されます。 

今後もオアシス巡回バスをより多くの方々に安心して利用頂けるよう検討を重ねて

まいります。 

４の「指定暑熱避難施設のクーリングシェルターを熱中症対策としての役割だけで

なく、人々が集まる場所として活用できないかという提案と現在の運営状況や官民連

携の現状」についてお答えいたします。 

近年、地球温暖化の影響で猛暑日が増加しており、クーリングシェルターの重要性

がますます高まっております。令和６年４月に施行された気候変動適応法の改正によ

り、熱中症警戒情報が法的に位置づけられ、重大な健康被害が発生する恐れがある場
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合に発表される「熱中症特別警戒情報」が創設されました。これに伴いまして、篠栗

町は、指定暑熱避難所施設（クーリングシェルター）及び熱中症対策普及団体を指定

することが求められております。 

篠栗町では本庁、クリエイト篠栗、図書館、オアシス篠栗、カブトの森公園の５か

所を、現在クーリングシェルターとして指定しております。これらの施設は、熱中症

特別警戒アラート発令時に限って解放されるだけでなく、アラート期間外でも、施設

の開館時間中は、町内外の利用者に開放され、休息の場として活用されています。民

間事業所での展開については、現在、幾つかの事業所と協議を進めているところでご

ざいます。また、他の事業所にもクーリングシェルターの導入や熱中症対策普及団体

としての登録を促進するため、引き続き取り組んでまいります。 

「熱中症特別警戒アラート」は、翌日の日中の暑さ指数が３５以上と予測される場

合に発令されるわけでございます。この情報は前日の１４時に提供され、篠栗町では

４月から１０月の期間中、このアラートに基づき、クーリングシェルターの活用を進

めてまいります。 

クーリングシェルターの利用は、熱中症特別警戒アラート発令時以外でも有効です

ので、気軽に立ち寄っていただき、熱中症予防に役立てていただければと考えており

ます。 

今後、クーリングシェルターの機能拡充にあたっては、熱中症対策に加えて地域住

民が日常的に交流できる場としての機能を持たせることが望ましいと考えます。 

その際、特に民間事業所における新たな活用方法については、関係者との協議や必

要な許可を得ながら進めていく必要がございます。 

現時点では、クーリングシェルターの運営と官民連携の基盤を整えた上で、多様な

利用方法についても、引き続き検討し、実現してまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの答弁に対し、再質問はございますか。 

はい、品川議員。 

○議員（品川 静） はい。 

商業施設の周りのことはですね、今、地域から上がっている要望も含めて検討して

いただいているということでしたので、付加価値の部分をもう少し伺いたいと思うん

ですけれども、今、例えばですね、和田の、今、地区だと、商業施設ができて、川が

あって、九大の森もあって、人が住んでいる場所があって、駅からも歩いてこれるよ

うな場所というふうに考えると、そこがやっぱり歩ける場所というのが理想だと思う
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んですけれども、どうしてもトラックとかが多くて、今現状ある道路の横に歩道をつ

くってもやっぱり歩きたくなる道路にはならないかなあというイメージで、もう少し

こう柔軟に幅広く考えていただけたらなと思うので。 

例えば、九大の森の入り口が別にあったら、もしかしたら、そういうトラックの往

来がないような道ができて、川沿いのあたりからつながるようなことというのも考え

られたりすると思うんですけれども、そういう柔軟なこれからの道、歩きたくなる道

というところでいうと、なるべく道路の車の往来とかを避けたような場所を、という

検討もしていただきたいと思うのですが、その辺のお考えはいかがでしょうか。 

○議長（荒牧 泰範） はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） はい。 

今お話の道路は、福岡東鉄工団地からずっと新たな開発される地域までおりてくる

道路のことをイメージされてあると思っております。 

おっしゃるとおり、道を、歩道をちゃんとしても、かなり産業用車両がたくさん通

るわけでございますので、御心配のこともあろうかと思っております。 

ちょっと話は違いますが、九大の森の隣地、南側については、これについても九州

大学が売却したいということを言ってらっしゃって、その後、町はどうされますか、

ということで、私どもまだその計画の可能性はありません、というふうに言っており

ますが、仮にここが民間が購入し、とかいうようなことになっていくと、そちらのほ

うに九大の森から道をつなげるということも可能になってくるわけでございます。 

ちょっと時間はかかりますけれども、九大の森の別ルートというのは、やっぱり今

後、十分検討する余地があろうかというふうに思っております。 

また、鉄工団地からの道路のみならず、周辺は結構、国道２０１号線とも重なって

おりますので、大きな車両が、かなりのスピードを持って行き来するわけでございま

す。 

もう少しこう考えてみますと、道路の農道の畦だったり、国道を、下を通って上が

ってくるとか、門松駅からずっと道が続いているわけですけど、そういうふうな道路

もうまく考えていきながら、歩くのに１番適切なルートを、私どももしっかり検討し

整備することも必要ではなかろうかというふうに思います。 

○議長（荒牧 泰範） 品川議員、再質問ございますか。 

はい、どうぞ。 

○議員（品川 静） はい。 

次にクーリングシェルターの指定なんですけれども、今まだ始まったばかりという
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ことだと思うんですが、やっぱり５か所、カブトの森以外は、全部同じ場所に、ほぼ

同じ場所にあると思うんですが、理想はやはり、その、例えば買物に行くとかですね、

駅に向かって歩いていくとか、皆さんやっぱり使っていく道というのは、生活の動線

の中に、やっぱり、クーリングシェルターというのはあるのが理想だと思うんですが、

今後、そのような考えで進めていくのかどうかをちょっとお聞かせ頂いてもよろしい

ですか。 

○議長（荒牧 泰範） はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） ただいま、民間の企業さんとのいろんな交渉あるいはヒアリング

等は担当課の方で行っているところでございまして、手を挙げていただけるような企

業さんが出てくれば、今おっしゃったように、役場近辺に集中しているものがちょっ

と離れたところもいいよ、というようなことになってくるとですね、理想的かなとい

うふうに思っておりますので、引き続き、粘り強く御相談していかなければいけない

なというふうに思います。 

○議長（荒牧 泰範） はい、再質問ございますか。 

はい、品川議員。 

○議員（品川 静） でですね、既存のバスの改善に加えて、オアシスバスの改善に加

えて、コミュニティーバスやオンデマンドバスの活用などの多様な手段を検討中とい

うお答えを頂いていたので、今、オアシスバスって健康課の管轄だと思うんですけれ

ども、その枠を超えていろいろ考えてくださっているということが分かったので、利

便性というのが、それが実現していくと増していくかなと思うので、停留所の設定と

かですね、あとは運行の時間とかも自由度も増してくるのかなあと思うんですけれど

も。 

やっぱり停留所というのは待ち時間というのがあると思うんですけれども、その待

ち時間のところにクーリングシェルターがあって、停留所もあってというふうに連動

しているとすごく、皆さん、町民の方も、あとは事業者の方もメリットがあると思う

んですね。 

例えば、買物をしました、で、待ってます、となったときに、お互いの買ったもの

を口コミで話したりとかという状態もあったりするかもしれませんし、やっぱり涼し

い場所で待てるっていう待機の時間、すごく町民の方も助かると思います。 

歩いて行っていても帰りは荷物がたくさんあってやっぱりバスを使いたい、となっ

てきたときに、やっぱり歩くという意欲というのは増すと思うんですね、帰りはバス

が使えるとか、行き、片道だけ歩けばいい、というふうに連動していけたらなという
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こともあるので、その辺の連携も踏まえて、クーリングシェルターと停留所というの

を連携させるような考え方でも、検討していただけたらと思うんですが、そちらをお

聞かせ頂いてよろしいですか。 

○議長（荒牧 泰範） はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） 現在は、健康課所管のオアシス篠栗の指定管理者のほうで、いろ

いろ運行について検討しているわけですが、１番の課題は、やっぱりもう１台増やす

ことが、今おっしゃったようないろんな課題を解決する１番の近道であるということ

の方向性を、私どもも担当課と確認しておりまして、なおかつ今２台で運行しており

ますので、グルーッと回っていかないと自分の家にたどりつかない。 

それもやっぱり少し改善できるかなというところで、一生懸命そのルートであった

り、それから台数のことであったり、もう少しバスを小型化して、機能性を持たせて、

価格も下げることによってやれないかとか、あるいは近隣が行っておりますように、

コミュニティーバス化によって料金を徴収するということもどうなのだろうかとか、

いろんな可能性を今考えているところでございます。 

引き続き、以前から考えていることを、まだ考えていると言われてしまうかも分か

りませんが、オアシス篠栗の指定管理者、またちょっとこれについてはいろいろ皆さ

んと御協議していきながらいかなければいけませんが、次の指定管理者になるところ

でしっかりと新たな姿にしていければいいかなというふうに、今思っているところで

ございます。 

それプラス、先ほどのクーリングシェルターとも兼ね合わせる、あるいは、以前い

ろいろな議員の皆様から御質問があっておりました、停留所における椅子の話だとか、

そういうことも解決できていければいいかなというふうに思っております。 

○議長（荒牧 泰範） 再質問ございますか。 

○議員（品川 静） 終わります。 

○議長（荒牧 泰範） はい。 

 質問順位５番、横山和輝議員。 

はい、どうぞ。 

○議員（横山 和輝） はい。 

議席番号６番、横山でございます。 

今回は産業団地内の地滑りについて質問いたします。 

それでは早速質問いたします。 

篠栗北地区産業団地の事業用地２では、ケアユー株式会社が撤退し、その後、アト
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ム株式会社と売買契約の締結が行われました。 

しかし、この事業用地２に接している法面は大した降雨がなかったにもかかわらず、

法面に大きな地滑りが生じております。 

このことを踏まえ、四つ質問を行います。 

一つ目は、地滑りが起きた原因は何でしょうか。また、同等レベルのことが起きた

際には、地滑りが産業団地全体で起こりうるのでしょうか。早急に補修しなければ、

現状よりも悪化するのではないか、説明を求めます。 

二つ目は、令和６年第３回臨時会において、大規模な災害がない限り事業用地２が

崩れることはない、安全であると執行部は説明していましたが、その根拠を答えてく

ださい。また、事業用地２も問題なく建築することができると説明しましたが、この

地滑りは法面に接しておりますが、建築において、なぜ影響がないか説明を求めます。 

三つ目は地滑りの調査を始めて１年以上が経ちますが、いつまで調査を行う予定で

しょうか。また、この箇所を補修するには莫大な費用がかかると思われます。通常、

工事を請け負った設計または施工会社が負担するものだと考えますが、見解を求めま

す。 

四つ目は、アトム株式会社は、当然、隣接法面の地滑りの状況を把握して用地買収

に踏み切ったと考えますが、今後の施設建築に向けたスケジュールがどのようになっ

ているかお尋ねいたします。 

以上、四つの質問の答弁を求めます。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

三浦町長。 

○町長（三浦 正） 横山議員からは、産業団地の地滑りについて、４項目にわたり御

質問を頂きました。 

まず、これらの御質問の各項目につきましては、まちづくり課長から答弁をいたし

ますのでよろしくお願いします。 

○議長（荒牧 泰範） 大内田まちづくり課長。 

○まちづくり課長（大内田 幸介） まず、１問目の「地滑りが起きた原因は何か等に

ついて」の御質問にお答えします。 

現在、法面調査観測中でございまして、その調査におきまして、事業用地２の北側

法面につきましては、上部では深さ２.５メートルほどのところの軟弱層、下部では、

深さ４.２５メートルほどのところの軟弱層が滑り面として想定されます。西側法面ク

ラックにおいては、深さ３メートルほどのところの軟弱層が滑り面として想定されま
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す。令和５年６月末から続いた長雨と、７月１０日の大雨、短時間豪雨による地下水

位の急激な上昇と、集水に伴う半減期の異なり等を受けている可能性があると考えら

れます。 

次に、地滑りが産業団地全体に起こりうるかにつきましては、抑止工事など施され

ておりますので、その可能性はございませんし、現状、ほかでの状況は見受けられま

せん。 

また、現在の状況より悪化するのでは、とのことでございますが、今年度におきま

しては、例年より梅雨時期も雨が少ない状況で、調査観測においても、変動を捉える

動きはございません。しかしながら、調査観測の状況からも見えてきていることもあ

り、議員の心配のとおり被害発生時と同規模の雨状況があればないとは言えません。

今後は詳細な観測結果をもとに設計及び抑止や抑制の工事を早急に進めてまいります。 

２問目の、「事業用地２の安全や建築においての影響について」でございますが、

令和６年８月臨時会において議決頂いた「議案５０号財産の処分について」にて説明

を行い、審議されたものではございますが、現状把握の内容も踏まえお答えいたしま

す。 

先ほど、調査観測にて滑り面と想定される話をいたしましたが、想定影響部分が町

有地法面であり、事業用地２の敷地においては兆候なども見受けられないため、安全

で影響がない旨の説明をいたしました。 

また、新規購入者においては、重要事項説明に記載し、別に現地写真等を踏まえ、

説明を行った旨は、同臨時会において、資料を踏まえお話ししたとおりでございます。 

今後の事業用地２の建築と地滑りに伴う対策については、双方工程等が分かり次第、

アトム株式会社と協議を行いながら、施工を行う予定でございます。 

３問目の、「調査及び負担について」の御質問にお答えいたします。 

調査におきましては、令和５年１０月３０日に契約を行い、令和６年第１回定例会

補正予算において、降雨量も少なく、地下水位の状況や変動を確認し設計データとし

て反映させるため、今後も観測する必要があり業務を継続、令和６年１０月末を予定

とし、繰越の議決を頂いた内容のとおりでございます。 

工事負担におきましては、造成完了公告後年数が経過していること、また、基準に

準拠し設計されており設計規格地内で施工されていること、昨年の擁壁崩壊までの間

に同等以上の降雨があるが影響がなかったこと、今回の調査観測での想定原因が、切

土法面箇所での短時間豪雨により、地下水位が急激に上昇し、滑り面に影響を及ぼし

たもので、当初造成において把握できないものでもあることから、設計会社や施工業
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者の過失による被害ではないと考えられるため、設計会社や施工業者が負担するもの

ではないと考えています。 

４番目の、「今後の施設建設に向けたスケジュールについて」ですが、詳細に関し

ましては、１企業の経過中のものでありますので、お答えできませんが、現在、令和

８年１２月操業に向け進められております。 

以上です。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの答弁に対し再質問ございますか。 

はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） はい。 

ではまず、原因についてなんですけれども、短時間豪雨が、まあ、今よくある線状

降水帯ですよね、そういった雨が降ってそれが、地下の滑り面に当たってこういった

ことが起きたと言いますけれども、毎年起こりうることじゃないですか。 

このぐらいの雨でしたら、つまりもう毎年のようにですね、産業団地っていうのは

もう崩れる可能性があると、そのぐらいの強度しかないということなんでしょうか。 

そこ、まずちょっと答えてもらっていいですか。 

○議長（荒牧 泰範） はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） 今調査していただいている機関、企業からつい先日報告を頂いた

資料がございまして、これについて、また私どもの担当課から、予算審議のとき、決

算審議等、全員皆様方がお集まりのときに、詳細に資料をもとに説明したいと思って

おります。 

内容につきましてはですね、今お話があるように、御質問の中で御心配がありまし

たが、そのような状況、つまり全体が壊れるというような状況に至る可能性はござい

ませんので、その辺のところも、詳細な資料が、現時点での詳細な資料が出てきてお

りますので、別の機会に御説明をしたいと思っております。 

○議長（荒牧 泰範） はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） 今、町長が言われたその資料っていうのは、調査会社が出され

た資料になるんでしょうか。 

それとも施工会社が出してきた資料になるんでしょうか。 

どちらになるんですか。 

○議長（荒牧 泰範） はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） 調査会社が出してきた資料でございます。 

これに基づいて具体的な工法を考えていくという流れになると思います。 
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○議長（荒牧 泰範） はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） あと全体的に答弁を聞いていて、ん？と思うところがあるんで

すけれども。片方はもう安全ですと、何の影響もありません、壊れているとこはです

ね、問題なく事業用地２も建築できますよ、と言ってる一方でですね、もう一方は、

まだ観測していかないといけないと、また施工して直さないといけないという答弁を

されてるんですね。 

極端な話ですよ。極端な話、もうここは直さなくても問題ないんですかと。 

直さないと問題があるのでしたら、それは安全と言えないと思うんですね。 

そのどちらに当たるんでしょうか。 

○議長（荒牧 泰範） どなたが答弁されますか。 

はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） 安全のために、一部手直しをしなければいけないということで申

し上げているところでございます。 

○議長（荒牧 泰範） はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） なので、まだもちろん直したあとは安全なのでしょうけど、今

現段階ではもう安全と、完全に全く問題ありませんよ、とは言える状況ではないとい

うことでしょうか。 

○議長（荒牧 泰範） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） ですから、調査をし、１０月末までに多分この調査の完了が終わ

ると思いますので、それに基づいて、早速工事に入るというふうに申し上げていると

ころでございます。 

○議長（荒牧 泰範） はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） また、１番ちょっと気になったところはですね、今これ崩れた

状況で直しますと、補償しますという中で、これは設計であったり、また、実際工事

を行った施工会社は何ら問題ありませんということを答弁されたと思うんですけれど

も、ということはきちんとですね、手抜き工事もなく行ったということなんでしょう

けれども、それは誰が判断したんですかというのが一つと、その調査会社がきちんと

そこは見たのか、それともまた、町の職員がそこまでできるかどうか分かりませんけ

れども、きちんと調査を行ったとかですね。そういうことされたのかですね、そこは

どうなんでしょうか。 

○議長（荒牧 泰範） はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） 全体工事につきましては、私ども完了公告に基づいて、県の監督
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のもとにしっかり確認をしていただいて、この工事は何の瑕疵もなく終わったという

ことを、でもって、これは安全に各工事が完了したという理解をしているところでご

ざいます。 

○議長（荒牧 泰範） はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） 今、町長は県が大丈夫ですよ、完了公告きましたと、言いまし

たけど、県、県はそこまでするでしょうか、建築確認じゃないわけですから、これは

造成ですから、言ったら産業団地全体をこういうふうに造成します、こういう仕様で

します、許可してくださいねと言われたときに、じゃあ県は許可しますよ、と。ただ、

ここら辺きちんとつくるのは、申請者がきちんと責任持ってつくってくださいねって

いうのが県のスタンスじゃないですかね。 

何か今の答弁だと法面のとこ工事したところも、工事前なのか、工事中なのか、後

なのか分かりませんけれども、もう県の職員が来て、きちんと確認しましたというよ

うに聞こえるわけですね。 

もしそれだとしたら今崩れた原因っていうのは県にもね発生するんじゃないかと思

うんですけども、そこまで本当に県はされたんですか。 

○議長（荒牧 泰範） はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） 御質問の内容がちょっと分かりかねるんですが、私どもは、設計

をお願いし、施工会社に施工してもらい、その設計施工の内容については、こういう

ふうな施工でいいですよということで、私ども確認を受けたところで、そのとおり工

事をして、そして建築工事の現場ではずーっとその期間、私どもがお願いした管理、

これは県の管理会社ですけれども、そこにお願いした。 

で、途中増工をしましたね。これは令和２年に完了してますから、議員がなられる

前かも分かりません。それが原因があって、一部この法面を補強したほうがいいです

よということで、約１億円かけて増工いたしました。 

そこの東側が今ちょっと、ズレてきているわけですけど、そのときには、そこまで

は想定しなくていいでしょう、ということでいったわけで、そういうふうないろんな

流れがある中で、こういう、建設が終わり、土木工事が終わり、そして今に至ってる

わけでございます。 

ずっと遡ってどこかに原因があったっていうようなことを、今この時点で、どこか

の誰かが瑕疵があったから、現状こうなってるっていうようなことを、私どもが今お

話しできる状況ではないと思いますし、現状こういうふうな状況があるので、これを

対処して、より安全なものにしていくという作業を優先しなければいけないというふ
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うに思っているわけでございます。 

○議長（荒牧 泰範） はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） そういう場じゃないっていうのは分かりますけれども、ただち

ょっと答弁で気になったのはですね、こちらは法面つけたほうがいいと、もうこちら

はしなくても大丈夫ですよね、で、結果崩れてるじゃないですか、そこが。 

そこが原因で、恐らくそこが原因だと思うんですよね、そこの部分だけ押し寄せて

きてる。 

それ設計ミスじゃないですか、それは。そう言ってみればですね。 

やっぱね、粗探しするわけじゃないですけれども、ただこういったときに、まず、

行政として何を考えないといけないか、本当に工事が適正に行われたかをやっぱり調

べないといけないと思うんですね、言ってみればもう手抜き工事をしてないかどうか

ですね、徹底的に調べないといけないと思います。 

ようするに、考えてみればおかしな話じゃないですか。 

町は設計してこういうのにつくってくださいよと、言ってみれば町はお客さんです

よ。つくってもらったら崩れてるんですよね。それをしょうがないから、私たちが払

おうかっていうふうになりますかねと思ってですね。 

あと、私はまだ若干手抜き工事だったほうがいい面もあると思うんですよ。という

のもですね、これが本当にきちんと規定どおりつくられて、完璧なものをつくりまし

たよ、と。 

設計、施工会社がきちんとしたものつくりましたよって、ちゃんとのっとってです

ね、いろんな防災マニュアルにのっとってつくりましたと、で完成しましたよ、でも

崩れました。 

じゃあ、もうね、ここはねそんな強度がないんですよ、この産業団地というのはで

すね。 

もう、あちこちもいろいろ工事を行ってるから大丈夫です、と答弁されましたけれ

ども、そうとはやっぱり限らないです。 

そらそうです、毎年起こる雨ぐらいで、崩れるわけですからね。 

それもうそれは本当に怖いことだと思いますよ。なのでやっぱり私はね、徹底的に

そこはね、原因を追求していかないと、本当に問題ないと言われるのだったら、まず

あそこに建物を建てること自体がもうどうなんだという話にもなってくると思います

んでね。 

これはもう答弁要りませんので、もうこれだけ言って終わりますけど。 
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ただ、最後に一つだけ、質問させてもらいたいんですけれども。 

町が負担すると、設計、施工会社の問題じゃないということで、町が負担していか

ないといけないとおっしゃいましたけれども、あそこを直すとなると、言ってみれば、

どうですか、ただ、前の現状どおりに戻すんですか。それとも、より深く締め直した

りですね、より強固なものにするっていうことなんですか。 

そこだけちょっと最後聞かせてください。 

○議長（荒牧 泰範） はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） すべりが起こらないように工法は今から考えていきますけれども、

パイルを打ち込んだりというような形での補強をするという工事になろうかと思いま

す。 

これについてはまた、調査が完了した後に、設計、それから工事に入るわけですけ

れども、都度議会に御審議頂いて予算措置をしていきたいと思っております。 

○議長（荒牧 泰範） はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） ちょっと質問するつもりなかったんです。 

最後に一つだけ、ちょっと気になったことがありましたので、お尋ねしますけれど

も。 

今言った設計施工会社の責任ではないと。 

これは、誰の報告になるんですが、その調査会社がきちんと全部、そこら辺を調査

して、全く問題なかったですよっていう報告なんですか。 

そこだけその誰の判断なのかをちょっと最後教えてください。 

○議長（荒牧 泰範） はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） この大規模な工事につきまして、当然町も、注視しながらずっと

工事を見守ってきました。  

で、工事をしていただいた。 

この上場企業にお願いしたわけでございますけれども、最終的にいろんな報告を受

けて、最終的に判断したっていうのは当然私であろうかと思います。 

○議長（荒牧 泰範） はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） つまり調査会社であったり、施工会社であったり、設計会社で

あったり、それぞれの報告を聞いた上で、決断したのは町だと。 

これはもう施工会社、設計会社の問題じゃないということで、そういう認識でよろ

しいですか。 

○議長（荒牧 泰範） はい、三浦町長。 
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○町長（三浦 正） 先ほどの御質問と今の改めてのお話とはちょっと何か時系列的に

ちょっとずれがあるような気がするんですけども、現時点でも、私がお答えするのは、

私が最終的にこれは町がこれから安全のためにやろうということでは間違いありませ

ん。 

○議員（横山 和輝） 終わります。 

○議長（荒牧 泰範） 質問順位６番、吉本文枝議員。 

○議員（吉本 文枝） 議席番号３番、公明党、吉本文枝でございます。 

通告に従い一般質問いたします。 

日本は高齢化が進み、２０２５年、来年には６５歳以上の５人に１人に当たる約７

００万人が認知症になると推計されていることから、共に生きる社会の実現を急ぐ必

要があります。認知症は物忘れや、一人歩きなどの症状があり、介護者の心身への負

担はとても大きく、介護疲れや介護うつなどが課題となっています。そのような中、

認知症の人と家族を笑顔にする技法の一つとして、フランス発祥の「ユマニチュード」

が注目されています。 

ユマニチュードとは、フランス語で「人間らしくある」を意味します。人間らしい

生活を送ることは、高齢者にとっても、最後まで大切な営みであり、この当たり前の

考えを、ケアの技法に生かしたのがユマニチュードです。 

ユマニチュードの四つの基本技術は、「見る」相手がのけぞらない距離まで近づき、

同じ目線の高さで正面から見つめる。 

「話す」低めのトーンで穏やかに、ゆっくりと抑揚をつけて、前向きな言葉で話す。 

「触れる」つかまず、下から支えて、触れている面積をできるだけ広くする。 

「立つ」１日に２０分間、立つことができれば寝たきりの予防になる、というもの

です。 

フランスにある７０人の重度の要介護者が入居する老人ホームに、ユマニチュード

を導入したところ、入居している高齢者が健康を害して医療機関に入院する日数が、

延べ４５７日から２６５日と、前年の５８％に激減。入院費は３,７００万円削減。ま

た、看護師や介護士の欠勤が４２％減少。さらに、一部の向精神薬の使用が４３％削

減されたという結果も出ています。 

日本では「認知症に優しい街づくり」を目指す福岡市が、２０１６年度、家族介護

者や病院、介護施設の職員を対象とした実証実験を実施し、効果を得たことから広く

普及啓発しています。 

ユマニチュードは相手を大切にするという技法なので、第７次篠栗町総合計画の基
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本目標達成の一助にもなると考えます。 

以下の２点をお伺いします。 

１点目、認知症カフェとの連携による普及啓発について。 

ユマニチュードを学ぶことで、介護の負担を軽減し、イライラしたり、困惑したり、

悲しんだりと悩まれている家族の大きな支えにつながることから、家庭での実践が必

要と考えます。そこで、認知症カフェや広報紙などで普及啓発を進めるべきと考えま

すが、見解をお伺いします。 

２点目、小中学校の児童生徒へのユマニチュード講座の受講について。 

児童生徒がユマニチュードを学ぶことで、認知症の人とスムーズに関わることがで

きると考えます。また、この技法は、友達に対する接し方としても用いられ、相手を

大切にするという観点からいじめをなくす解決策の一つにもなると考えます。 

そこで、小中学校の児童生徒に受講を進めるべきと考えますが、見解をお伺いしま

す。 

○議長（荒牧 泰範） まず、三浦町長。 

○町長（三浦 正） ただいまは、認知症介護技法ユマニチュードの普及啓発について、

２点の御質問を頂きました。 

私からは、まず１番目の御質問、「認知症カフェとの連携による普及啓発について」

の御質問に答弁をし、２については教育長から答弁をいたさせます。 

「認知症カフェとの連携による普及啓発について」でございますが、ユマニチュー

ドというのは今お話がありましたように、認知症のケア技法の一つでありまして、

「見る、話す、触れる、立つ」を四つの柱とするケアコミュニケーションを基本とし、

例えば同じ目線で正面から見る、優しく穏やかに話かけるケアの内容を伝える、広い

面積で触れゆっくりと手を動かす、できる限り立つ時間を増やす、などを同時に複数

組み合わせることで、認知症の方に安心感を与えるとともに、介護者の負担軽減も期

待できるものと承知しております。 

認知症は誰もがなりうるものでございまして、家族や身近な人が認知症になること

などを含め、多くの人にとって身近なものとなっております。 

高齢化の進展に伴い、認知症高齢者も増加することが見込まれるわけでございます。 

町といたしましても、ささぐり福祉プラン、これは篠栗町福祉総合計画でございま

すが、これにおいて認知症施策の推進を掲げ、認知症の方の視点を重視した施策とし

て、認知症を理解する啓発活動など、様々な施策を推進しているところでございます。 

その施策の一つに、認知症カフェにおいては、地域における認知症に対する理解の
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促進と、認知症の方やその家族の地域での生活を支援しているものでございます。 

吉本議員の御質問の中にありましたとおり、ユマニチュードの有効性については十

分あるものの、行動を促すことによる事故発生リスクや、ケア時間の増加などの懸念

もありますので、そういった点を注視しながら、今後、認知症カフェや広報紙などで、

認知症のケア技法の一つであるユマニチュードの普及促進の検討を進めたいと考えま

す。 

また、包括連携協定先であります福岡工業大学の楢﨑先生とも、専門的な知識を教

えていただきながら、検討を広めていきたいと思っております。 

○議長（荒牧 泰範） 続いて、今長谷教育長。 

○教育長（今長谷 寛） 私からは、「小中学校児童生徒へのユマニチュード講座の受

講について」の御質問にお答えいたします。 

現在の状況は、まずは高齢者の身体における変化について、イヤーマフや重りバン

ドなどをつけての体験的な学習を行っております。それにより、高齢者の身体の不自

由さについて理解を深めております。その上で、認知症に関するパンフレットなどを

用いて、道徳科教育における思いやり教育などにより実施しております。 

今後は、関係各課及び小中学校と連携しながら、講座・授業について内容も含めて

検討してまいります。 

以上でございます。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの答弁に再質問ございますか。 

はい、吉本議員どうぞ。 

○議員（吉本 文枝） 介護をされている方からの御要望や御相談などあると思うので

すけれども、やはり、その方々にとっては、現実、知識はあっても実際どうしたらい

いかということがとても重要な問題なのだと思いますので御相談を受けた際に、ユマ

ニチュードという技法があります、無料で見れる動画がありますよ、っていうことは

役場では相談窓口からお伝えしていただくことはできるのでしょうか。 

○議長（荒牧 泰範） 今のはどなたにお尋ね・・・。 

○議員（吉本 文枝） 担当課に。 

○議長（荒牧 泰範） はい、福祉課長。 

○福祉課長（村瀬 菊子） はい、今回、吉本議員のほうから御質問がありましたので、

認知症カフェの中でそのような講座を設けたいと思っております。  

また御相談頂いた際にはそういった DVD、あとそういったものが NHK でも放送があ

っておりますので、その点について、御案内したいと思っております。 
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以上です。 

○議長（荒牧 泰範） はい、では次の質問どうぞ。 

○議員（吉本 文枝） はい、次に移ります。 

昨年度末時点で不登校の児童生徒が１６５人、その兆候にある児童生徒は１０７人

と伺いました。 

不登校は問題行動ではなく、不登校になった子供が悪いものでもありません。不登

校の問題は、人とのつながりが乏しくなることと、学ぶ権利が侵されることだと考え

ます。 

以下２点をお伺いします。 

１点目、学習支援について。 

学年の途中で発達障害であると診断された児童生徒は、次年度まで、特別支援学級

に異動できないと伺いました。 

通常の学級になじめない場合、不登校になる可能性が高いのが現状のようですが、

特別支援学級に異動できない理由は何か、また、異動できない場合の学習支援はどの

ように対応してあるのかお尋ねします。 

２点目、フリースクール利用料の助成について、子供が不登校になると、保護者は

仕事をやめることが多く、収入が減ります。フリースクールに通うことになると、経

済的に大きな負担となることから、不登校の児童生徒が通うフリースクールなどの施

設利用料の一部を町で助成することはできないか、見解をお伺いします。 

○議長（荒牧 泰範） 吉本議員、答弁要望者に町長の名前も示されておる、これ教育

長からでよろしいですかね。 

はい、では今長谷教育長。 

○教育長（今長谷 寛） 吉本議員からの「学習支援について」の御質問にお答えいた

します。 

特別な支援が必要と考えられる子供の学びの場を検討するにあたり、教育学、心理

学、医学などの専門家の意見を聴取することが必要になっております。篠栗町では、

教育支援委員会を設置し、それぞれの専門家が参加して、多角的、客観的に適切な学

びの場の判定をしております。 

この判定の結果を保護者へ通知し、保護者の同意が得られれば、原則として次の年

度から学びの場を措置変更することにしております。 

年度途中での特別支援学級への措置変更が難しい理由には、幾つかの要因がござい

ます。 
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まず、特別支援学級の設置計画は、通常、前年度中に決定されます。その際に必要

な教員配置や予算が確定いたします。年度途中に在籍する学級の異動があった場合、

年度当初の体制のままで対応することが困難になる可能性がございます。 

次に、特別支援学級における指導や支援は、児童生徒一人一人の特性に応じた個別

の指導計画に基づいて行われるため、新たに特別支援学級へ入級する場合には、その

準備や調整に十分な時間が必要になります。 

さらに、特別支援学級の定員には限りがあり、現存の児童生徒数や教員数とのバラ

ンスを考慮しながらしなければならない点も挙げられます。特に、年度途中では既に

定員が満たされている場合も多く、新たに措置変更を行うことが困難な状況が生じま

す。 

これらの要因を総合的に考慮せざるを得ないために、年度途中からの措置変更を難

しくしていることを御理解頂ければと存じます。ただし、緊急を要する場合において

は、できる限りの対応を行っております。 

措置変更となるまでの間は、本人の状況の確認、家庭との連携をとりながら当該児

童生徒に合わせた学習目標や、支援方法を設定し、座席の配置や教材を工夫したり、

必要に応じてカウンセリングなどを実施しているところでございます。 

２つ目の「フリースクール利用料の助成について」をお答えいたします。 

フリースクールに見合う施設の構築や、体制づくりを現在行っております。今のと

ころフリースクール利用料の助成については考えておりません。 

以上でございます。 

○議長（荒牧 泰範） 再質問ございますか。 

はい、吉本議員どうぞ。 

○議員（吉本 文枝） 今現在、途中で診断を受けて学校に行けてないというお子さん

がいらっしゃるんですけれども、オンラインでの授業というのは全教科受けることが

できるのでしょうか。 

○議長（荒牧 泰範） 教育長。 

○教育長（今長谷 寛） オンラインに関しましては可能な部分を、ただ、多くなって

まいりました。ただ家庭の Wi－Fi の状況とか、それから施設そのものに関して不十分

な点もまだありますので、全部できるかと言われれば、まだまだできない部分もござ

いますけれども、かなり可能な状況になっているというのが現状でございます。 

○議長（荒牧 泰範） 再質問ございますか、終わりますか。 

○議員（吉本 文枝） 終わります。 
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○議長（荒牧 泰範） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

これにて散会といたします。 

散会 午後０時０４分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


